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昭和62年 6月 8日 筑紫野市まちづくりプロジェクト設置要綱策定
6月 23日 筑紫野市まちづくりプロジェクト設置

12月 25日 筑紫野市まちづくりプロジェクトが「筑紫野市立図書館建設について」市長に提言
書を提出

昭和63年 2月 15日 図書館建設は、教育委員会の所管と決定　
庶務課が所轄

3月 9日 筑紫野市図書館建設・運営準備委員会を設置
「図書館建設基本構想」を策定するにあたり、広く市民から意見を聞く。

3月 筑紫野市議会が、図書館設置対策特別委員会を設置
9月 筑紫野市議会図書館設置対策特別委員会が、「図書館建設基本構想」を承認

12月 22日 図書館建設協議審査委員会を開催
「図書館建設基本構想」を基にコンペ方式で審査

平成元年 1月 13日 (株)日本総合建築事務所と実施設計管理委託契約を締結
4月 1日 筑紫野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正施行

筑紫野市教育委員会事務決裁規定の一部を改正施行
教育委員会事務局に図書館準備室を設置
図書館のサービス（ソフト面）の構築を開始する。
庶務課は、図書館の建物（ハード面）を担当

7月 7日 図書館工事請負契約の締結を市議会で議決
7月 20日 図書館新築工事起工式
8月 15日 移動図書館車の愛称を募集(『広報ちくしの』8月15日号及び9月15日号) 

11月 14日 移動図書館車の愛称が応募総数2,022通の中から、図書館建設・運営準備委員会 
で審査され、「つくしんぼ号」と決定(『広報ちくしの』12月1日号)

平成2年 3月 20日 図書館新築工事等竣工
3月 移動図書館車を新規購入（積載冊数約3,000冊）
4月 1日 筑紫野市立図書館設置条例施行

名称は「筑紫野市民図書館」となる。
筑紫野市立図書館協議会規則、筑紫野市民図書館運営規則施行
中央公民館図書室閉室により、同図書室の図書を新館の閉架書庫に配架
新館で個人貸出しを開始すると同時に、市内の各文庫に対して団体貸出しを開始

6月 1日 新館内に、コンピュータを設置
稼動開始

7月 1日 移動図書館車「つくしんぼ号」発進式
7月 3日 移動図書館車「つくしんぼ号」がコンピュータ携帯端末を搭載して、市内35ステーシ

ョンを巡回、個人貸出しを開始
11月 3日 筑紫野市民図書館開館記念式典挙行
11月 4日 筑紫野市民図書館午前10時開館
12月 1日 移動図書館車「つくしんぼ号」に自動車電話を設置

平成4年 4月 4日 移動図書館車「つくしんぼ号」のステーションを2ヵ所増設
37ステーションとなる。

9月 5日 100万冊貸出記念セレモニーを催す。

平成5年 5月 利用者端末2台となる。

平成6年 6月 11日 200万冊貸出記念セレモニーを催す。

平成7年 4月 移動図書館車「つくしんぼ号」小学校巡回開始(２校)
5月 図書館コンピュータ入替(バージョンアップ)を行う。

11月 不用雑誌無料配布を行う(25日、26日、28日)

平成8年 4月 移動図書館車「つくしんぼ号」小学校巡回４校となる。
7月 利用者用ＣＤ－ＲＯＭ端末機設置
8月 福岡県図書館情報ネットワークへ加入

不用雑誌無料配布を行う（16日、17日）

平成9年 2月 13日 貸出利用者延べ100万人突破記念セレモニーを催す。

沿革

 
1



4月 1日 移動図書館車「つくしんぼ号」小学校巡回7校となる。
5月 利用者端末増設（合計4台）

11月 16日 不用雑誌無料配布を行う。
12月 筑紫野・大野城・太宰府3市図書館相互利用にともなう条例改正案を議会に提案、

可決

平成10年 2月 25日 3市市長図書館相互利用協定書調印式
4月 1日 筑紫野・大野城・太宰府3市図書館相互利用を開始する。

10月 30日 不用図書・雑誌無料配布（～11月1日）、フリーマーケット開催

平成11年 2月 25日 500万冊貸出記念セレモニーを催す。
11月 不用図書・雑誌無料配布を行う（26日、27日）

平成12年 2月 筑紫野市立図書館協議会規則の一部改正
11月 不用図書・雑誌無料配布を行う（11日、12日）
12月 26日 筑紫野市民図書館運営規則の一部改正

平成13年 2月 1日 福岡都市圏図書館等広域利用協定書締結
4月 1日 福岡都市圏（22市町村）図書館等広域利用開始

図書館開館時間一部延長及び一部祝日の開館を開始する。
10月 14日 不用図書・雑誌無料配布を行う。
11月 10日 不用図書・雑誌無料配布を行う。

平成14年 7月 27日 老朽化した移動図書館車に変わり、新型移動図書館車の購入準備開始
10月 18日 蔵書数の増大に合わせ、閉架書庫に中二階を増設
10月 26日 不用図書・雑誌無料配布を行う。
12月 20日 閉架書庫中二階完成

平成15年 1月 28日 新移動図書館車完成、納車（蔵書3,000冊搭載可能）
2月 5日 新移動図書館車運用開始
4月 15日 ブックスタート開始

10月 26日 不用図書・雑誌無料配布を行う。
11月 貸出利用者数延べ200万人突破

平成16年 3月 24日 独自ホームページ開設
6月 1日 図書館コンピュータ入替（バージョンアップ）完了

利用者端末増設（合計8台）
7月 空調設備修繕工事完了

10月 31日 不用図書・雑誌無料配布を行う。

平成17年 8月 屋上防水改修工事終了
9月 1,000万冊貸出記念セレモニーを催す。

10月 31日 不用図書・雑誌無料配布を行う。

平成18年 10月 29日 不用図書・雑誌無料配布を行う。
11月 1日 図書館協議会で北九州市立国際友好記念図書館、八幡図書館を視察
12月 1,100万冊貸出

平成19年 10月 28日 不用図書・雑誌無料配布を行う。
11月 児童コーナー窓ガラスコーティング工事
3月 高圧受電設備補修工事

平成20年 6月 貸出・返却カウンター改修工事
10月 ガス空調機取替工事
11月 不用図書・雑誌無料配布を行う（1日、2日）
12月 筑紫野市立図書館協議会規則の一部改正

平成21年 5月 筑紫野市市民図書館運営規則の一部改正
6月 音楽映像コーナーマルチシステム取替工事

10月 不用図書・雑誌無料配布を行う（10月31日、11月1日）

平成22年 5月 図書館業務システム入替及びホームページ改正
11月 不用図書・雑誌無料配布を行う（6日、7日）
11月 ジュニアコーナー設置
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平成23年 4月 筑紫野市立図書館設置条例施行規則施行
（筑紫野市民図書館運営規則から変更）
移動図書館車の運営に関する規定施行
筑紫野市民図書館資料の弁償に関する規程施行

5月 筑紫野市民図書館対面朗読実施要綱施行
筑紫地区社会教育振興協議会図書部会幹事館就任
福岡県公共図書館等協議会福岡地区幹事館就任
福岡県公共図書館等協議会理事
福岡県読書推進運動協議会役員就任

7月 ＢＭステーション（宮の森公園）の改修（維持管理課依頼）
市民図書館外壁等改修（～12月）

9月 福岡県公共図書館等協議会研修委員会
11月 不用図書・雑誌無料配布を行う（5日）

平成24年 福岡県公共図書館等協議会理事
福岡県読書推進運動協議会役員

2月 福岡県公共図書館等協議会研修委員
4月 ＢＭステーション巡回時間の入れ替え

（筑紫小学校・筑紫共同利用施設の時間帯を交換）
筑紫野市立図書館協議会規則廃止
筑紫野市立図書館設置条例の一部改正

6月 市内小学校図書室訪問
7月 筑紫野市子どもの読書活動推進会議設置規則施行
9月 福岡県公共図書館等協議会研修委員会

10月 不用図書・雑誌無料配布を行う（26日）

平成25年 2月 福岡県公共図書館等協議会研修委員会                                                       
4月 貸出10冊制限を開始
9月 市民対象の不用図書配布会を実施　今回をもって配布終了

10月 市民対象の不用雑誌配布会を実施　今回をもって配布終了

平成26年 1月 共同事業で東日本大震災被災図書館支援活動写真展開催（24日～2月6日）
4月 小郡市・筑前町との図書館相互利用を開始

月曜日の祝日開館を開始
12月 筑紫野市民図書館郷土の作家コーナー新設

平成27年 1月 23日 春日市ファーストブック事業視察
3月 図書館開架書架にAED設置
6月 対面朗読室を授乳室として提供開始

6日 図書館業務システム入替完了

平成28年 2月 24日 第二次筑紫野市子どもの読書活動推進計画策定
3月 25日 伊万里市民図書館視察
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  概 要 

   

 

館内の概要 

 当館は、延べ床面積約２,２１３㎡、鉄筋コンクリート造り平屋建てのワン・フロアー図書館 

である。内部は大きくわけて、一般、児童、新聞・雑誌コーナー（ブラウジング）、調べものコー 

ナー、おはなしのへや、対面朗読室、集会室から構成されている。 

  

  

 

 

移動図書館車「つくしんぼ号」 

 図書館は、“どこでも”“だれでも”気軽に利用できるよう、本館から地理的に遠いところを中心

にして、移動図書館車のステーションを３９か所設置している。 

移動図書館車には、約３,０００冊の図書資料が積載されている。これによって図書館から離れ

ている利用者に対してのサービスを行っている。 
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       平成２７年度利用状況（平成２８年３月末日現在）

冊 （うち筑紫野市在住者貸出冊数 冊）

冊,点

人 （うち筑紫野市在住登録者数 人）

人

世帯

冊
貸出冊数 人

冊
貸出冊数 世帯

人
人

冊
貸出冊数 人

冊
冊

冊
蔵書冊数 人

冊
蔵書冊数 世帯

（単位：人,冊）

600,479

＝

102,579

43,129

102,579

57,284

＝
市民一人当たりの 市民への貸出冊数

600,479

＝

＝

＝

＝

冊

600,479
43,129

％100

人 口

貸出冊数

＝
市民への貸出冊数

＝

65,729

＝

10.5

279,902

102,579

279,902
102,579

×57,284

690,489

690,489

2.7＝

＝

冊

冊

＝ 5.9

＝

13.9

55.8

冊

冊＝

＝

43,129

279,902
2.5 回

＝
世 帯 数

■

市民の登録者数

人 口

登 録 者 数

＝

＝

登 録 率

登録者一人当たりの

一 世 帯 当 た り の

蔵書回転率

■

■

■

年度別利用者数・貸出冊数

蔵 書 冊 数

蔵書冊数

■ ＝

世 帯 数

貸 出 冊 数

蔵 書 冊 数

登 録 者 数

人 口

市民一人当たりの
＝

一 世 帯 当 た り の

690,489

6.5

世 帯 数

279,902

■

■

65,729

貸出冊数

人     口

蔵書冊数

＝

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

利用者数 162,497 158,931 156,698 152,810 152,241 152,370 149,888 152,491 150,361 166,148

貸出冊数 826,680 820,038 802,797 784,986 788,446 797,285 775,279 706,073 700,052 690,489
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一般 児童 雑誌 CD VT CT DVD

34,581 13,961 3,626 3,268 25 17 1093

27,326 10,223 2,309 2,434 13 5 691

20,094 8,093 1,970 1,705 13 15 547

37,653 20,051 3,926 3,285 38 10 1,085

36,025 19,421 3,756 3,078 23 11 1,041

35,269 15,164 3,720 2,906 22 9 1,032

36,696 15,381 4,031 3,215 31 13 1,131

33,601 15,278 3,738 3,065 20 14 1,078

32,039 13,830 3,416 3,062 22 13 1,045

31,849 14,001 3,231 2,822 18 12 1,043

32,948 14,385 3,325 3,032 16 11 1,079

35,562 15,745 3,602 3,406 28 14 1,057

393,643 175,533 40,650 35,278 269 144 11,922

本　　　館

利用者数
利用冊数

4,403
529 165

視聴覚資料数
団体貸出 相互貸借

月別利用状況

5月 8,867
39,858 3,143

179 91

4月 12,464
52,168

6月 7,546
30,157 2,280

2,024

7月 16,264
61,630 4,418

1,068 266

57

8月 15,751
59,202 4,153

181 184

9月 14,704
54,153 3,969

1,192

10月 15,731
56,108 4,390

2,002 194

230

11月 14,487
52,617 4,177

470 210

12月 13,499
49,285 4,142

1,275

1月 13,413
49,081 3,895

545 215

159

2月 13,784
50,658 4,138

1,358 205

3月 15,430
54,909 4,505

789

合計 161,940
609,826 47,613

11,612 2,191

215

 
6



一般 児童 雑誌

942 631 132

576 354 95

604 337 78

900 707 124

681 519 112

844 681 126

1,069 641 144

881 626 110

870 664 125

782 677 109

973 900 118

1,003 889 136

10,125 7,626 1,409

（単位：人,冊,点）

移動図書館車つくしんぼ号 合　計 新規登録者

利用冊数 本館 合計
利用冊数

利用者数 移動図書館車
つくしんぼ号

370

利用者数

4月

200
1,025

9,067

1,705
12,834 58,973 220 10 230

44,301 128 1 129 5月

14 185 6月

385

213
1,019

7,759 35,574 171

7月
1,731

16,649

273
1,312

16,024

69,117 339 26 365

65,036 297 3 300 8月

7 221 9月

399

374
1,651

15,078 61,198 214

10月
1,854

16,130

380
1,617

14,867

64,553 217 14 231

59,097 185 19 204 11月

5 142 12月

332

371
1,659

13,870 56,523 137

1月
1,568

13,745

2月454
1,991

14,238

457
2,028

15,887 62,454 200

55,307 135 14 149

58,356 182 10 192

合計
19,160

166,148 690,489 2,425 129 2,554

6 206 3月

4,208
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形態別     児 童   

 一般書 198,885 71.1％    絵本 25,949 39.8％ 

 児童書 65,160 23.3％    紙芝居 1,701 2.6％ 

 雑誌 8,271 3.0％   0 総記 486 0.7％ 

 視聴覚資料 7,586 2.7％   1 哲学 560 0.9％ 

 合  計 279,902 100.0％   2 歴史 2,014 3.1％ 

     3 社会科学 2,949 4.5％ 

一 般     4 自然科学 4,836 7.4％ 

 0 総記 6,536 3.3％   5 技術工学 1,924 3.0％ 

 1 哲学 6,554 3.3％   6 産業 1,092 1.7％ 

 2 歴史 18,882 9.5％   7 芸術美術 2,694 4.1％ 

 3 社会科学 28,987 14.6％   8 言語 673 1.0％ 

 4 自然科学 13,500 6.8％   9 文学 20,282 31.1％ 

 5 技術工学 19,240 9.7％   合  計 65,160 100.0％ 

 6 産業 6,922 3.5％     

 7 芸術美術 18,455 9.3％  視聴覚資料  

 8 言語 3,955 2.0％  コンパクトディスク 6,772 89.3％ 

 9 文学 75,854 38.1％  レーザーディスク 0 0％ 

 合  計 198,885 100.0％  ビデオテープ 108 1.4％ 

    カセットテープ 89 1.2％ 

     DVD 616 8.1％ 

     CD-ROM 1 0.0％ 

     合  計 7,586 100.0％ 

（単位:冊） 

（単位：件） 
リクエスト 

  カウンター ＯＰＡＣ ＷＥＢ 携帯 合計 

４月 1,576 559 1,410 11 3,556 

５月 934 408 825 5 2,172 

６月 1,049 352 938 29 2,368 

７月 1,754 651 1,502 45 3,952 

８月 1,462 490 1,357 34 3,343 

９月 1,586 517 1,436 27 3,566 

１０月 1,591 566 1,530 29 3,716 

１１月 1,572 504 1,453 28 3,557 

１２月 1,742 512 1,389 24 3,667 

１月 1,465 420 1,458 43 3,386 

２月 1,515 496 1,479 21 3,511 

３月 1,639 475 1,451 36 3,601 

合計 17,885 5,950 16,228 332 40,395 

 

（単位：冊） 

（単位：冊,点） 

蔵書構成 

（単位：点） 
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相互貸借（五十音順）            

                             （単位：冊） 

館  名 貸出 借入 館  名 貸出 借入 館  名 貸出 借入 

朝倉市あさくら図書館 2 0 北九州市戸畑図書館 26 0 福岡県立図書館 72 282 

朝倉市中央図書館 29 37 北九州市立門司図書館 3 0 福岡市早良図書館 8 0 

朝倉市はき図書館 1 0 北九州市立八幡図書館 

 

6 

 

0 福岡市城南図書館 24 0 

芦屋町図書館 3 0 北九州市立若松図書館 10 0 福岡市総合図書館 35 39 

飯塚市立飯塚図書館 36 36 久留米市立北野図書館 3 0 福岡市中央図書館 15 1 

飯塚市立庄内図書館 5 0 久留米市立城島図書館 2 0 福岡市西図書館 11 0 

飯塚市立頴田図書館 2 0 久留米市立田主丸図書館 4 0 福岡市博多図書館 4 0 

飯塚市立穂波図書館 7 0 久留米市立中央図書館 38 50 福岡市博多南図書館 26 0 

糸島市図書館 36 4 久留米市立三潴図書館 6 0 福岡市東図書館 10 0 

糸田町図書館 2 0 桂川町立図書館 5 7 福岡市南図書館 13 0 

うきは市立図書館 14 12 上毛町立図書館 8 0 福岡市和白図書館 13 0 

宇美町立図書館 21 5 古賀市立図書館 30 7 福智町中央公民館図書室 2 0 

大川市立図書館 9 2 篠栗町立図書館 24 2 福津市立図書館 38 32 

大木町図書・情報センター 9 2 志免町立町民図書館 18 12 ふくふくプラザ・福祉図書情報室 0 1 

大野城まどかぴあ図書館 223 115 新宮町立図書館 13 6 豊前市立図書館 23 4 

 大牟田市立図書館 34 6 須恵町立図書館 5 10 水巻町図書館 21 18 

 岡垣サンリーアイ図書館 18 3 田川市立図書館 8 0 みやこ町勝山図書館 4 0 

小郡市立図書館 109 16 太宰府市民図書館 124 81 みやこ町犀川図書館 1 0 

遠賀町立図書館 7 5 筑後市立図書館 9 5 みやこ町中央図書館 4 6 

 春日市民図書館 198 43 築上町図書館 1 3 みやま市立図書館 13 
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 粕屋町立図書館 10 18 筑前町めるくばーる図書館 6 0 宮若市立図書館 30 15 

 嘉麻市立稲築図書館 3 0 筑前町コスモス図書館 3 15 宗像市民図書館 79 7 

 嘉麻市立碓井図書館 1 0 那珂川町図書館 146 81 柳川市立図書館 64 21 

 嘉麻市立嘉穂図書館 3 0 中間市民図書館 31 3 八女市立図書館 26 7 

 嘉麻市立山田図書館 10 10 直方市立図書館 35 

 

9 行橋市図書館 11 

 

26 

 川崎町立図書館 1 

 

0 博多駅地区土地区画整理記念会館 

 

4 

 

0 県外図書館 

 

27 6 

苅田町立図書館 4 

 

23 広川町立図書館 1 

 

0 県内大学・専門図書館 0 

 

1 

北九州市立八幡西図書館 19 

 

0 

 

福岡市西部図書館 7 

 

0 

 

   

北九州市立中央図書館 85 107 福岡県立大学附属図書館 1 1    

      合計 2,052 1,207 
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学校関係（五十音順）          

                        （単位：冊） 

団体名 冊数 団体名 冊数 団体名 冊数 

筑紫野中学校 36 二日市小学校 49 山口小学校 12 

天拝小学校 120 

 
二日市北小学校 24 吉木小学校 75 

原田小学校 24 二日市東小学校 15   

福岡高等学園 208 山家小学校 500   

   合計 1,063 

 

 

 

 

団体貸出（五十音順） 

         （単位：冊） 

                         

 

団体名 冊数 団体名 冊数 団体名 冊数 

読み聞かせグループあおぞら 3 筑紫東小学童保育所 536 二日市保育所 6 

朝倉街道保育園 167 つくし文庫（牧病院） 1,489 ぶっくまま 1 

あしきおはなし会 5 天拝坂子育てサロン てんとう虫 club 4 宝満ラポール原田 105 

石崎幼稚園 PTA 6 天拝小学童保育所スマイルキッズ 496 おはなしの会ぽん太 1 

エンジェルサポートちくしの 1 デイサービスセンター陽だまり 87 みかさすくすく 9 

拡大写本うさぎ 2 デイサービスセンターペアレント 6 みかさ台文庫 893 

北杉塚文庫 604 はっぴぃ ちくしの子育ち応援団 5 宮の森母の会 4 

京町保育所 5 はらっぱの会（筑紫南コミセン） 2,000 みんなのうた 有料老人ホーム 4 

通所介護「こすもす」 207 原田家庭文庫 136 武蔵子ども会 3 

さくら保育園 1 原田学童保育所 730 やまえ文庫 895 

筑紫野市さるびあ学園 424 原田のぞみ園 326 山口小学校読み聞かせボランティア 4 

三支部解放子ども会 310 光が丘幼児園 2 吉木小学校読み聞かせの会 1 

下見保育所 7 二日市北小学童保育所 なかよし 513   

杉病院 5 二日市小学童保育所 128   

筑紫小学校 PTA成人教育図書委員会 12 二日市東小学童 風の子クラブ 322   

     合   計  10,465 
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広域利用（福岡都市圏市町別利用状況） 

 
広域利用により当館を利用した、他市町民の統計          （単位：人,冊）                                

 新規登録者数 利用者数 利用冊数  新規登録者数 利用者数 利用冊数 

春 日 市 18 936 2,894 須 恵 町 2 42 156 

大野城市 41 2,597 10,254 新 宮 町 1 13 15 

那珂川町 3 98 282 久 山 町 0 0 0 

太宰府市 191 11,998 50,578 粕 屋 町 1 16 66 

宗 像 市 1 6 9 福 津 市 1 20 41 

古 賀 市 1 9 45 糸 島 市 0 55 164 

宇 美 町 2 21 73 福 岡 市 42 1,376 5,241 

篠 栗 町 0 9 45 小 郡 市 66 1,248 5,192 

志 免 町 0 106 399 筑 前 町 19 396 1,098 

    合 計 389 18,946 76,552 

 

広域利用により他市町の図書館を利用した、筑紫野市民の統計    （単位：人,冊）  

 新規登録者数 利用者数 利用冊数  新規登録者数 利用者数 利用冊数 

福岡市 84 1,521 4,019 那珂川町 17 197 1,084 

春日市 28 790 3,268 宇美町 7 252 1,353 

大野城市 89 3,299 12,911 篠栗町 0 20 45 

宗像市 0 2 8 志免町 1 10 35 

太宰府市 247 10,936 39,679 須恵町 2 11 26 

古賀市 0 0 0 新宮町 0 0 0 

福津市 0 0 0 久山町 0 0 0 

糸島市 0 0 0 粕屋町 1 19 33 

    合 計 476 17,057 62,461 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合 計 

18 9 6 9 17 20 14 9 10 11 9 14 146 

※ レファレンス：２２年度まではその場で回答できず、一旦預かって調べ、後日回答したもののみ数値に挙げてい

たが、２３年度からは、カウンターで調べて回答したものも件数に数えることとした。 

レファレンス （単位：件） 
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移動図書館車「つくしんぼ号」利用状況 
（単位：人,冊） 

No. ステーション カバーできる地域 人口 貸出冊数  

1 平等寺公民館 平等寺 309 0  

2 美咲隣保館 美咲 392 930  

3 北杉塚公民館 杉塚、都府楼団地 1,428 615  

4 山口小学校 山口小学校区  454  

5 むさしヶ丘公民館 むさしヶ丘団地 1,890 886  

6 筑紫小学校 筑紫小学校区  637  

7 筑紫南コミュニティセンター 原田 5,900 1,144  

8 永岡隣保館 永岡 3,448 483  

9 桜台公民館 桜台、常松、諸田 2,296 859  

10 
 筑紫コミュニティセンター 
(ちくし台団地含む) 

筑紫 3,447 1,388 
 

11 天拝坂公民館 天拝坂 2,910 369  

12 光が丘公民館 光が丘 3,609 1,546  

13 隈公民館 隈 251 273  

14 西小田公民館 西小田 374 486  

15 馬市公民館 馬市 247 71  

16 筑紫駅前通公民館 筑紫駅前通、若江 3,691 723  

17 下見公民館 下見一 1,091 343  

18 岡田隣保館 岡田 2,007 767  

19 牛島公園 牛島 1,108 778  

20 葉光が丘パピリオン葉光 西吉木 534 88  

21 阿志岐小学校 阿志岐小学校区  290  

22 上阿志岐西公民館 上阿志岐東、上阿志岐西、中阿志岐 1,662 242  

23 山家コミュニティセンター 山家３・中央・６・７・８・９区 2,350 242  

24 宮の森団地第２公園 宮の森団地、ゴルフ場団地 1,464 297  

25 みかさ台公民館 みかさ台団地 989 215  

26 吉木小学校 吉木小学校区  598  

27 東吉木公民館 東吉木 1,859 146  

28 大石公民館 大石 228 
 

17  

29 山家小学校 山家小学校区  664  

30 柚須原公民館 柚須原 50 33  

31 山家２区公民館 山家２区 67 247  

32 山家１区公民館 山家１区 77 93  

33 京町児童センター 京町 4,331 627  

34 美しが丘北公民館 美しが丘北 3,481 120  

35 筑紫東小学校 筑紫東小学校区  998  

36 美しが丘南公民館 美しが丘南 4,896 
 
 

385  

37 原田小学校 原田小学校区  1,080  

38 都坂集会所 原 967 85  

合  計  19,219     
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子どもの読書推進公演会 
 《かさじぞう》《おおかみとこぶた》《海の中の小さな仲間たち》 

 開 催 日：4月 18日（土） 

 参加人数：約 120人（定員 100人） 

 講  師：人形劇団どんぐり座 

 

意 図 人形劇をとおし、長く読み継がれてきた作品の魅力に接して

もらい、子どもたちに新たな世界観や好奇心を養ってもらう。 

成 果 舞台装置が凝っており、大人も楽しめる演出で大好評だった。

最後に人形に触れ、動かしてみるという経験もできた。 

 

 

 

子どもと読書講座 
 《夏のおたのしみ会「なつ なつ 夏！」》 

 開 催 日：7月 11日（土） 

 参加人数：約 90人（定員 100人） 

 講  師：おはなしどんどん 

 

意 図 読み聞かせや人形劇、ブックトークなどを通して、子どもた

ちに作品の世界を身近に感じてもらう。手段を変えて披露す

ることにより、ひとつの作品にも様々な楽しみ方があること

を知ってもらう 

成 果 一緒に歌を歌ったり、バラエティに富んだプログラム内容で、

幼い子どもから大人まで満足してもらえた。 

 

 

 

夏休み子ども教室 
 《木製手作りめいろ教室》 

 開 催 日：8月 6日（木） 

 参加人数：23人（定員 25人） 

 講  師：アート・ルーム 

 

意 図 小学生の子どもたちに、木製めいろ作りをすることにより、

ものづくりの楽しさや、作品が完成した時の喜びを味わって

もらう。 

成 果 使ったことのない金づちやのこぎりでの作業を体験できた。

自分で工夫して作る楽しみを味わえた。 
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文化講座 
 《「ペコロスの母との日々を振り返って」～岡野雄一講演会～》 

 開 催 日：9月 12日（土） 

 参加人数：75人（定員 100人） 

 講  師：漫画家 岡野雄一さん 

 

意 図 認知症や介護にまつわる体験、母への思いを語ってもらい、

介護に関わっている方々の参考にしてもらう。 

成 果 講演の内容に共感する参加者が多く、とても反響があった。

自作の歌も好評で、涙する方も見られた。 

 

 

読書推進講演会 
 《あきやまただしの絵本ライブ》 

 開 催 日：11月 7日（土） 

 参加人数：117人（定員 100人） 

 講  師：絵本作家 あきやまただしさん 

 

意 図 作品が持つ魅力を、作者自身が子どもたちに向けて分かりや

すい言葉で語ってもらう。作家に会うことをきっかけに、様々

な作品への興味が広がる。 

成 果 作者と共に歌ったり変身したりと絵本の世界を楽しむことが

できた。実際に絵を描くところを見られたのも良かった。大

人にも好評だった。 

 

 

 

歴史講座 
 《筑紫神社と古代の筑紫》 

 開 催 日：12月 9日（水） 

 参加人数：46人（定員 30人） 

 講  師：清原倫子さん 

 

意 図 市民になじみのある筑紫神社を取り上げ、古代の筑紫につい

て学んでもらう。 

成 果 筑紫神社の成り立ちや筑紫について深く学ぶことができ、地

元を盛り上げようという空気も生まれた。 
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子どもと読書講座 
 《冬のおたのしみ会「ほかほか わくわく」》 

 開 催 日：12月 12日（土） 

 参加人数：約 95人 

 講  師：おはなしどんどん 

 

意 図 クリスマスに合わせ、読み聞かせやブックトーク、音楽など

を通して、子どもたちに読書の楽しさを伝えていく。 

成 果 ハンドベルの演奏に始まり、読み聞かせ、人形劇、手話ソン

グなど参加者全員で楽しむことができた。 
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ブックスタート運営： 受付：2名（市職員） 

ブックスタート趣旨説明：3名（司書） 

会場案内：2名（ボランティア） 

読み聞かせ・わらべうた：2名×3組（ボランティア） 

絵本パック渡し：2名（ボランティア） 

 

当日のながれ：・受付（4ヶ月健診で配布されたブックスタートパック引換券と引き換え）待

合室で待機（会場内に絵本を配置） 

・別室にて 9名以内で、ブックスタートの趣旨説明や図書館の利用の仕方、 

図書館や地域での読書活動場所の紹介 

・3組のグループに分かれて読み聞かせとわらべうたを楽しむ 

・絵本を 2冊選んで帰る 

 日時 ：毎月 1回 第 3火曜日 13時 30分～15時 

場所 ：筑紫野市民図書館 集会室 

対象者：市内 4ヶ月健診対象児とその保護者（参加有効期限は、満 1歳の誕生月まで） 

配布物：・絵本 2冊（6種類の中から 2冊）  

・ブックスタートイラスト・アドバイス集「あかちゃんのすきなもの しってる？」 

                        （発行：特定非営利活動法人ブックスタート） 

・いっしょにたのしむ赤ちゃん絵本（当館作成の絵本リスト）  

・つくしんぼ号巡回表（移動図書館車の巡回先案内） 

・ちくしのおはなし会マップ（市内おはなし会情報）  

・図書館利用案内（大人用） 

・ちくしっこ通信ベビー版 最新号  

・布バッグ（作成：特定非営利活動法人ブックスタート） 

・ちくしの子育てダイヤリー 最新号（作成：特定非営利活動法人よか隊） 

 

平成 27年度ブックスタート参加者数：612名 

（単位：組）  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

58 59 50 58 46 56 58 55 41 47 44 40 612 
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筑紫野市ブックスタートボランティアの紹介 

 

読み聞かせ・わらべうたボランティア： 

金のすず・赤ちゃんとえほんの会まんまる・ちくしの親子読書会・はらっぱの会・りんごの木 

会場案内： 

読み聞かせグループあおぞら・にこにこくらぶ 

パック渡し： 

母と子の笑顔輝くヤングママの会・にこにこくらぶ 

 

 

平成 27年度は以下の 6種類準備し、当日 2冊選んでいただきます。 

 

                          
 

みずちゃぽん                 いない いない ばあ                   がたん ごとん がたん ごとん      

新井 洋行/作                   松谷 みよこ/文 瀬川 康男/絵         安西 水丸/作          

童心社                    童心社                    福音館書店             

 

     

               
    

ごぶごぶ ごぼごぼ            じゃあじゃあ びりびり             ととけっこう よがあけた         

  駒形 克己/作               まつい のりこ/作・絵              こばやし えみこ/案  

  福音館書店               偕成社                     ましま せつこ/絵 

こぐま社               
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平成 27年度ブックスタートボランティア研修会 

 

   ブックスタートボランティアのみを対象とした、研修会を 2回開催しました。 

 

ブックスタートボランティア第 1回研修会 

日時： 平成 28年 3月 24日（木）9：30～12：00（平成 28年 1月 28日延期分） 

場所： 筑紫野市民図書館 集会室 

内容Ⅰ 子どもの発達について・最近の子育て事情について等 

講師： 真鍋 美香子氏（健康推進課 課長補佐・保健師） 

内容Ⅱ ・今後のブックスタートについて 

    ・今後のボランティアについて 

説明： 市職員 

 

ブックスタートボランティア第 2回研修会・交流会 

日時： 平成 28年 3月 23日（水）14：00～16：00 

場所： 筑紫野市生涯学習センター 

内容Ⅰ 研修会 

わらべうたの練習 

読み聞かせの練習 

内容Ⅱ 交流会 

    ・ブックスタートボランティアをしてきて感じたこと 

    ・活動の中で悩んでいること・困っていること 
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おはなし会（ボランティア） 

 

金のすず 
乳児～  第３水曜日 11:00～/11:40～  
幼児～  第１・３金曜日 15:30～16:00 
小学生   第２土曜日 11:00～11:30  

ぽ ん 太 乳児～ 第１水曜日 11:30～12:00 

赤ちゃんとえほんの会 

まんまる 乳児～ 第１金曜日 10:30～/11:10～ 

りんごの木 乳児～ 毎週火曜日 11：00～11：20  第２水曜日 11:00～11:20 

にこにこくらぶ 乳児～ 第１・２・３・４日曜日 11：00～11：20 

 
おはなしのじかん（司書によるおはなし会） 

幼児～ 毎週土曜日 15：00～/15：15～、乳児～ 第４水曜日 11：30～11：50 

 

 

        みるくまちゃん ちいくまちゃん おおくまちゃん 

対  象 ０～２歳 ４歳以下 ５歳以上 

回  数 ２回 ４３回 ４３回 

参加人数 
２１人 

（子ども１２人、親９人） 
４９５人 ４５８人 
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職場体験研修 
  

 10月 21日～22日（２日間） 
        筑紫野市適応指導教室 

（つくし学級 ３年生）   ２名 
 

１月 20日 天拝中学校１年生       ４名 
 
１月 29日 二日市中学校２年生      ２名 
 

  ２月 ３日 筑紫野中学校２年生      ３名 
   

２月 17～18日（２日間） 
        福岡高等学園１年生     １名 

施設見学 
  

５月１日 

 福岡女子短期大学           16名 

 

10月 22日～23日（２日間） 
   二日市東小学校２年生        180名 
 
 11月４日 
   山口小学校２年生           45名 
 
 11月 12日～13日（２日間） 
   原田小学校２年生        161名 
  
 11月 10日 
   阿志岐小学校２年生          42名 
 

1月 22日 
   二日市東小学校特別支援学級      26名 
 

図書館司書実習 
  

 ９月１日～11日（10日間） 
  福岡女子短期大学            １名 
  九州龍谷短期大学                       １名 
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筑紫野市子どもの読書活動推進計画、推進会議・担当者部会の活動経過について 

 

○計画策定までの経過  22年度・23年度 

年度 取り組み内容 

22年度 

計画策定会

議 

「筑紫野市子どもの読書活動推進計画（仮）」策定検討プロジェクト立ち上げ。 

第１回会議 （10月 18日）策定趣旨の説明 

第２～４回会議 （11月４日 19日・30日）アンケート実施の検討・原案検討 

アンケート実施 （12月６日～16日）  

第５回会議 （12月 24日） アンケート集計・原案検討 

第６・７回会議 （１月 14日・25日）原案検討・団体等ヒアリング検討 

第８～10回会議 （２月４日・18日・25日）原案最終検討 

23年度 

計画策定会

議 

第１～第３回会議 （８月２日・11日・25日）事務局を文化振興課（市民図書館）に設置するこ

とで決定 

第４回会議 （９月 26日）策定にかかる組織の確認・スケジュールの検討 

以後、会議名称を「筑紫野市子どもの読書活動推進計画庁内策定委員会」とする。 

第１回委員会 （10月 18日）関係各課より選出の策定委員との会議 

第２回委員会 （10月 27日）原案への各課からの意見検討 

第３回委員会 （11月１日）関係団体代表有識者からの原案への意見聴取 

パブリックコメント公募 （12月 20日～１月 10日）  

計画素案の庁議報告 

第４回委員会 （１月 25日）パブリックコメント集約報告 

筑紫野市立図書館協議会 （２月 15日）計画案の承認 

筑紫野市教育委員会 （２月 27日）計画書承認 

 

○計画策定以降の経過 

平成 24年度 推進会議２回（９月、３月）、推進担当者部会３回（９月、12月、３月）ほか視察１回 

６月 各小学校図書室視察（図書館担当） 

７月 筑紫野市子どもの読書活動推進計画頒布  

７月 27日 筑紫野市子どもの読書活動推進会議設置規則制定  

９月 27日 第１回推進会議・推進担当者部会  

（推進会議） 

・推進会議各委員、各推進担当者の委任 

・計画及び会議の趣旨説明 

（担当者部会） 

・副部会長の選出 

・担当者部会の今後の作業の確認 

・読書計画進捗調査票の様式検討について 

・計画及び「ちくしの子ども読書の日」設定に対する担当者部会意見交換 

10月 計画取り組み内容の現状調査を関係各課に報告依頼  

12月 市内読書団体の調査開始（図書館担当）  

（12月～１月）各施設での読書団体有無の調査  

（３月～４月）読書団体に対する基本事項確認調査  

12月 21日 第２回推進担当者部会 

・子どもの読書活動推進計画取り組み進捗状況報告 

（意見）現状把握ができたが、個別の取組に対する成果指標がないため、評価ができていない。 

 取り組みを行う「目的」と、その「目標設定」がない。 
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・ちくしの子ども読書の日について 

（意見）法にある子ども読書の日が４月 23 日で学校の取組がむずかしい。イベントは 10 月 23

日などに設定しては。 

毎月、一定の計画性のある取り組みを続けていくことが必要である。無理のない、毎月の継続を。 

１月 29日 推進会議・担当者部会合同先進地視察 春日市民図書館 

３月 27日 第２回推進会議・第３回担当者部会  

（推進会議） 

・24年度事業報告について 

・25年度の事業計画について 

（推進担当者部会） 

・ちくしの子ども読書の日について 

・家庭における読書推進の取り組みの推進と評価の方法について 

・25年度実施した調査の分析を行うことを確認 

 

平成 25年度 

４月 25日 平成 25年度第１回推進担当者部会 

５月 21日 平成 25年度第１回推進会議 

６月 24日 第２回推進担当者部会 

７月 17日 第３回推進担当者部会 

８月 13日 子ども読書の日啓発しおり配布に係る書店との話し合い（積文館書店ゆめタウン筑紫野店） 

９月 24日 第４回推進担当者部会 

10月８日 推進担当者部会分科会（よみきかせカード部会） 

10月 15日 推進担当者部会分科会（子ども読書の日啓発しおり部会） 

10月 23日 推進担当者部会分科会（読み聞かせ啓発冊子部会） 

10月 31日 第５回推進担当者部会 

12月上旬 読み聞かせカード配布（市内幼稚園・保育所） 

12月 13日 啓発しおりイラスト募集要領配布（市内小学校） 

12月 18日 学校図書司書会議で啓発しおりイラスト募集説明 

２月 14日 啓発しおりイラスト応募締め切り・市内小学校応募ポスト回収 

２月 24日 第６回推進担当者部会・第２回推進会議 

（推進担当者部会） 

・応募イラストの一時審査 

（推進会議） 

・入賞作品４点の審査 

３月 25日 学校図書司書会議でしおりイラスト事業報告 

３月 28日 第７回推進担当者部会・第３回推進会議 

 

平成 26年度 

４月 19日～ 啓発しおり配布（市内小学校） 

４月 19日 ちくしの子ども読書の日啓発しおりイラスト表彰式 

４月 19日 

～５月 11日 

ちくしの子ども読書の日啓発しおりイラスト原画展 

５月 19日 第１回子どもの読書活動推進会議・推進担当者部会 

・平成 25年度事業報告 

・平成 26年度事業計画について 

７月２日 第２回推進担当者部会 

・読み聞かせ啓発冊子の企画について事務局案の検討と概要の決定 

・配布方法、内容等に関する推進担当者意見のまとめ報告と検討 
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９月３日 第３回推進担当者部会 

・読書啓発冊子の詳細について（本文・絵本紹介部分・写真について、筑紫野市子どもの読書活

動推進のための読み聞かせ啓発冊子作成事業実施要項（案）について） 

10月 23日 第２回子どもの読書活動推進会議 

・読み聞かせ啓発冊子の進捗報告 

10月 23日 第４回推進担当者部会 

・読み聞かせ啓発冊子の進捗報告 

・第二次筑紫野市子どもの読書活動推進計画策定について 

・子どもの読書活動推進計画進捗状況調査の依頼について 

12月 25日 読み聞かせ啓発冊子配布（市関係施設・市内各小児科医院） 

１月 読み聞かせ啓発冊子配布（読書ボランティア団体） 

１月９日 筑紫野市子どもの読書活動推進計画進捗状況調査（小学校・幼・保対象）依頼 

１月 21日 筑紫野市子どもの読書活動推進計画進捗状況調査（小学校・幼・保対象）締切 

３月 27日 第１回筑紫野市子どもの読書活動推進計画策定委員会 

・委嘱書交付 

・第二次筑紫野市子どもの読書活動推進計画策定についての諮問 

・第一次筑紫野市子どもの読書活動推進計画について 

・第二次筑紫野市子どもの読書活動推進計画について 

・部会員の指名 

 

平成 27年度 

４月 27日 第１回筑紫野市子どもの読書活動推進計画策定委員会部会 

・アンケートの内容について 

・第二次計画の骨子について 

・第二次計画のスケジュールと進め方について 

６月４日 第２回筑紫野市子どもの読書活動推進計画策定委員会 

・第１回子どもの読書活動推進計画策定委員会部会報告 

・第二次計画の骨子について 

・視察（小郡市立図書館・二日市東小学校） 

５月７日 

～５月 25日 

子どもの読書活動に関するアンケート調査 

対象 

市立・私立保育所各１園の０・３・５歳の保護者、市立・私立幼稚園各１園の３・５歳の保護者 

市内小学校２・５年生、小学２年生保護者、市内中学２年生、九州産業高校２年生、筑紫高校２

年生 

８月７日 第２回筑紫野市子どもの読書活動推進計画策定委員会部会 

・アンケートの集計内容について 

・第二次計画の素案について 

８月 20日 第１回筑紫野市子どもの読書活動推進会議 

・平成 26年度事業報告 

・平成 27年度事業予定 

９月 18日 第３回筑紫野市子どもの読書活動推進計画策定委員会 

・第二次計画の素案について 

９月 26日 第１回筑紫野市子どもの読書活動推進担当者部会 

・平成 27年度事業計画について 

・第二次計画の策定について 

10月 13日 第２回筑紫野市子どもの読書活動推進担当者部会 

・第一次計画一般施策事業の見直しについて 

・第二次計画の方向性について 

11月 24日 第４回筑紫野市子どもの読書活動推進計画策定委員会 
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・第二次計画の素案について 

１月 13日 第５回筑紫野市子どもの読書活動推進計画策定委員会 

・第二次計画について 

２月 15日 第二次筑紫野市子どもの読書活動推進計画についての答申 

２月 24日 第二次筑紫野市子どもの読書活動推進計画 策定 

２月 29日 第二次筑紫野市子どもの読書活動推進計画 発行 

３月 22日 第３回筑紫野市子どもの読書活動推進担当者部会 

・のぼり作成報告 

・のぼり設置依頼協力要請 

・第二次筑紫野市子どもの読書活動推進計画について 

３月 25日 第２回筑紫野市子どもの読書活動推進会議 

・のぼり作成・配布報告 

・第二次筑紫野市子どもの読書活動推進計画について 
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単位：円

4,080
150,510

単位：円

16,320,718
需用費 7,855,602 消耗品・光熱水費・修繕費

委託料 8,402,908 施設・設備関係各種保守点検業務委託

使用料及び賃借料 62,208
75,647,410

報酬 4,751,183 嘱託職員報酬、図書館協議会委員報酬

報償費 43,200 講師謝金

旅費 110,400
需用費 3,036,893 消耗品費・被服費・燃料費ほか

役務費 1,094,852 電話料・郵便料

委託料 65,709,360 うち管理業務委託料65,318,400円

使用料及び賃借料 662,550 ＯＡ機器借上料

備品購入費 162,972 庁用器具購入費

負担金、補助金及び交付金 76,000 日本図書館協会施設会員負担金ほか

26,396,158
需用費 3,758,209 消耗品費

委託料 2,630,676 書誌情報作成業務委託料ほか

備品購入費 20,007,273 図書等購入費

152,360
報償費 14,120 講師謝金

需用費 138,240 消耗品費

391,800
報酬 165,000 子どもの読書活動推進計画策定委員会委員報酬

旅費 64,800
需用費 162,000 印刷製本費

4,740,120
委託料 875,880 図書館システム・機器運用保守業務委託料

使用料及び賃貸料 3,864,240 ＯＡ機器借上料

9,772,254
給料 5,770,145 市職員給料

職員手当等 2,350,179 市職員手当

共済費 1,651,930 市職員共済費

133,420,820合計

子どもの読書活動推進計画策定事業

図書館システム更新事業

職員給与

平成２７年度　決算

歳出

歳入

電話料

コピー料

図書館施設維持管理事業

図書館運営事業

図書・視聴覚資料購入事業

子どもの読書活動推進事業
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○筑紫野市立図書館設置条例  

(平成 2年 3月 31日条例第 15号) 

改正  平成 9年 12月 25日条例第 36号 平成 11年 3月 12日条例第 1号 

平成 11年 6月 28日条例第 14号 平成 23年 3月 24日条例第 4号 

平成 24年 3月 27日条例第 7号 平成 24年 12月 28日条例第 20号 
 

(目的) 

第 1条 この条例は、図書館法(昭和 25年法律第 118号。以下「法」という。)に

定める図書館奉仕を行うため図書館を設置し、もって市民等の利用者(以下「利

用者」という。)の教養、調査研究、レクリエーションに資することにより文化

の発展に寄与することを目的とする。  

(名称及び位置) 

第 2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 位置 

筑紫野市民図書館 筑紫野市二日市南一丁目 9番 2号 

(構成) 

第 3条 図書館は、本館及び移動図書館をもって構成する。  

(職員) 

第 4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。  

(入館の制限) 

第 5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒

み、又は退去を命ずることができる。  

(1) 管理上必要な指示又は指導に従わない者  

(2) 管理上支障があると認められる者  

(使用の許可) 

第 6条 図書館の施設(集会室に限る。以下「集会室」という。)を使用しようと

するものは、筑紫野市教育委員会規則で定めるところにより、筑紫野市教育委

員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。  

2 教育委員会は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。  

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものについては、第 1項の許可

をしないことができる。  

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれのあるもの  

(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められるもの  

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 7

7号)第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団
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員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 6号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。)  

(4) 暴力団員が役員となっているもの  

(5) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの  

ア 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者  

イ 暴力団員の内妻等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団がそ

の運営を支配している事業者  

ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用しているもの  

エ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購

入契約等を締結しているもの  

オ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与しているもの  

カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど

社会的に非難される関係を有しているもの  

(6) その他使用させることにより、当該集会室の設置目的に照して、管理運営上

支障があると認められるもの  

(目的外使用及び譲渡等の禁止) 

第 7条 集会室の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、

許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸しては

ならない。  

(使用許可の取消し等) 

第 8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り

消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更するものとする。  

(1) 使用者が、使用に関する規定若しくはそれらに基づいて発せられる指示に違

反したとき又は粗暴な若しくはけん騒な行為等により使用上の秩序を乱し、又

は乱すおそれのあるとき。  

(2) 使用者が、集会室を損傷し、又は損傷させるおそれがあるとき。  

(3) 使用者が、第 6条第 3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。  

(4) 偽りの申請により使用許可を受けたとき。  

(5) 公の行事、改装工事その他の事由により教育委員会において集会室の使用を

停止する必要が生じたとき。  

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認めるとき。  

(利用者の管理義務) 

第 9条 利用者は、利用期間中その利用に係る図書館の施設、設備及び図書館資

料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。  

(損害賠償等) 

 
28



第 10条 利用者がその責めに帰すべき理由により、図書館の施設、設備又は図書

館資料を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原

状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。  

(協議会の設置) 

第 11条 法第 14条及び第 16条の規定に基づき筑紫野市立図書館協議会(以下「協

議会」という。)を置く。  

(協議会の委員) 

第 12条 教育委員会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資す

る活動を行う者並びに識見を有する者のうちから協議会の委員を委嘱する。  

2 協議会は、8人以内の委員をもって組織する。  

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。  

4 委員は、再任されることができる。  

(会長及び副会長) 

第 13条 協議会に会長及び副会長を置く。  

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。  

3 会長は、協議会を代表し、協議会の議長となる。  

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。  

(会議) 

第 14条 協議会は、会長が招集する。  

2 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

  

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。  

4 協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。  

(報酬及び費用弁償) 

第 15条 委員には、筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和 30年筑紫

野町条例第 22号)で定めるところにより報酬を支給する。  

2 委員には、筑紫野市職員等の旅費に関する条例(平成 3年筑紫野市条例第 37号)

で定めるところにより費用弁償を支給する。  

(庶務) 

第 16条 協議会の庶務は、教育部文化情報発信課において行う。  

(委任) 

第 17条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育

委員会規則で定める。  
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附 則  

この条例は、平成 2年 4月 1日から施行する。  

 

附 則(平成 9年 12月 25日条例第 36号)  

この条例は、平成 10年 4月 1日から施行する。  

 

附 則(平成 11年 3月 12日条例第 1号)  

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の筑紫野市役所の

位置を定める条例等の規定は、平成 11年 2月 13日から適用する。  

 

附 則(平成 11年 6月 28日条例第 14号)  

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の筑紫野市公の施

設の設置及び管理に関する条例等の規定は、平成 11 年 3 月 1 日から適用する。

  

附 則(平成 23年 3月 24日条例第 4号)  

この条例は、平成 23年 4月 1日から施行する。  

 

附 則(平成 24年 3月 27日条例第 7号)  

この条例は、平成 24年 4月 1日から施行する。  

 

附 則(平成 24年 12月 28日条例第 20号)  

この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。  
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○筑紫野市立図書館設置条例施行規則  

(平成 22年 12月 1日教育委員会規則第 14号) 

改正  平成 23年 3月 24日教育委員会規則第 6号 平成 23年 3月 31日教育委員会規則第 9号 

平成 23年 5月 24日教育委員会規則第 13号 平成 24年 3月 29日教育委員会規則第 8号 

平成 24年 12月 4日教育委員会規則第 13号 平成 25年 12月 3日教育委員会規則第 8号 

平成 26年 2月 28日教育委員会規則第 2号 
  

筑紫野市民図書館運営規則(平成 2年筑紫野市教育委員会規則第 5号)の全部

を改正する。 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、筑紫野市立図書館設置条例(平成 2年筑紫野市条例第 15号)

第 17条の規定に基づき、筑紫野市民図書館(以下「図書館」という。)の管理に

関し、必要な事項を定めるものとする。  

(職員) 

第 2条 図書館に、次の職員を置くことができる。  

(1) 館長  

(2) 課等の長補佐  

(3) 係長  

(4) 主任主査  

(5) 主査  

(6) 主任  

(7) 主事  

(8) 主事補  

(9) 司書  

(10) 技師  

(11) 司書補  

(12) 技師補  

(13) その他必要な職員  

(職務) 

第 3条 館長は、教育長の命を受け、図書館の業務を掌理し、所属職員を指揮監

督する。  

2 課等の長補佐は、館長の指示する事務を処理するとともに職務を補佐する。  

3 係長は、上司の命を受け担当事務又は業務を処理し、所属職員を指揮する。  

4 主任主査は、上司の命を受けて特に高度な担当業務を掌理する。  

5 主査は、係長を補佐し所管の担当を掌理する。  

6 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的業務に従事する。  
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7 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け分掌する事務を処理する。

  

(事業) 

第 4条 図書館は、次に掲げる事業を行う。  

(1) 図書館法(昭和 25年法律第 118号。以下「法」という。)第 3条第 1号に掲

げる必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存す

ること。  

(2) 図書館資料を市民等の利用に供し、及びその利用のための相談に応じること。

  

(3) 読書会、研究会、講演会、展示会等を開催し、及びその奨励を行うこと。  

(4) 学校、博物館、公民館、研究所等類縁機関と連絡し、協力すること。  

(5) 他の図書館、国立国会図書館等と連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を

行うこと。  

(6) 移動図書館の運営に関すること。  

(7) 集会室の使用に関すること。  

(8) 前各号に掲げるもののほか図書館の目的達成に必要な事業に関すること。  

(開館時間) 

第 5条 図書館の開館時間は、午前 10時から午後 6時(金曜日及び土曜日は午後 8

時)までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更すること

ができる。  

(休館日) 

第 6条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。  

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)

に規定する休日に当たるときは、除く。  

(2) 12月 28日から翌年 1月 4日まで  

(3) 図書整理日(毎月最終水曜日)  

(4) 特別整理期間(毎年 10日以内で、館長が定める期間)  

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、臨時に休館、又は

開館をすることができる。  

(利用者の遵守事項) 

第 7条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵

守しなければならない。  

(1) 図書館の施設、設備、備品又は図書館資料を損傷し、又はそのおそれのある

行為をしないこと。  

(2) 館内で飲食をし、喫煙し、又は火気を使用しないこと。  

(3) 騒音又は大声を発する等他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。  
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(4) 許可なくして物品を販売し、若しくは展示し、又はこれに類する行為をしな

いこと。  

(5) 図書館の施設、設備、備品及び図書館資料の利用を終えたときは、これをも

との状態に復し、又は所定の場所に返還すること。  

(6) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。  

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従

うこと。  

(利用の制限) 

第 8条 館長は、この規則及び館長の指示に違反した者については、図書館資料

の利用を一時停止し、又は禁止することができる。  

(損害の弁償) 

第 9条 図書館の施設、設備、備品及び図書館資料を汚損し、破損し、又は紛失

したときは、館長の指示に従い現品又は相当の代価をもって弁償しなければな

らない。ただし、館長が公的機関の発行する証明書等により天災その他の避け

られない事由があると認めるときは、弁償を免除することができる。  

(図書館資料の貸出対象者) 

第 10条 図書館資料の貸出を受けることができる者は、次に掲げる者とする。  

(1) 筑紫野市に住所を有する者  

(2) 筑紫野市に通勤し、又は通学する者  

(3) 図書館の施設の相互利用に関する協定を締結した市町の住民  

(4) 前 3号に規定する者のほか、館長が特に必要と認める者  

2 筑紫野市内の地域読書グループ、教育機関等を中心として主体的に読書活動を

行うもの(以下「団体等」という。)に対し、図書館資料の貸出を行うことがで

きる。  

3 前項に規定する団体等は、次の各号のいずれにも該当する団体等とする。  

(1) 市民の読書活動の推進に寄与すると認められる団体等であること。  

(2) 団体等としての活動が確かであり、その運営が適正に行われていると認めら

れる団体等であること。  

(3) 営利を目的とする活動を行う団体等でないこと。  

(登録手続等) 

第 11条 図書館資料の貸出を受けようとする者及び団体等は、図書館利用カード

申込書(様式第 1号)を館長に提出して、登録をしなければならない。この場合

において、名前、住所を確認することができるものを提示しなければならない。 

2 団体等にあっては団体等登録届出書(様式第 2号)を館長に提出しなければなら

ない。  
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3 前項の団体等登録の有効期間は、届出をした日からその日の属する年度の末日

までとする。  

4 第 1項又は第 2項の規定による登録を行ったもの(以下「登録利用者」という。)

に対して、図書館利用カード(様式第 3号。以下「利用カード」という。)を交

付するものとする。  

5 利用カードを紛失したとき、又は図書館利用カード申込書に記載した内容に変

更が生じたときは、図書館利用カード紛失・変更届(様式第 4号)を、速やかに、

館長に届け出なければならない。この場合において、名前、住所を確認するこ

とができるものを提示しなければならない。  

(損害賠償) 

第 12条 利用カードを登録利用者以外のものが使用したことによって、図書館に

損害が生じたときは、登録利用者は、当該損害を賠償する責任を負う。ただし、

館長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。  

(登録の取消し) 

第 13条 館長は、登録利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取

り消すことができる。  

(1) 虚偽の登録を行い、又は利用カードを他人に譲渡し、若しくは転貸する等の

不正行為があったとき。  

(2) 図書館資料の貸出期間から 1年を超えて返却しないとき。  

(3) 3年以上の長期にわたり、図書館資料の貸出を受けていないとき。  

(貸出の手続) 

第 14条 登録利用者が図書館資料の貸出を受けようとするときは、利用カードを

提示しなければならない。ただし、名前及び住所を確認することができるもの

を提示し、登録利用者であることが確認できるときは、この限りでない。  

(貸出の制限) 

第 15条 次の各号のいずれかに該当する図書館資料は、特に館長が認める場合を

除き、貸出をしないものとする。  

(1) 図書館資料のうち参考図書  

(2) 図書館資料のうちレーザーディスク、コンパクトディスクリードオンリーメ

モリー  

(3) 図書館資料のうち館内視聴用ビデオテープ  

(4) 前 3号に掲げるもののほか、特に重要な図書館資料  

(5) 前各号に掲げるもののほか、貸出が不適当と認められるもの  

(貸出冊数及び期間) 

第 16条 図書館が登録利用者に貸出をすることができる図書館資料は次に掲げる

ものとし、その数及び貸出期間は別表第 1のとおりとする。  
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(1) 図書、雑誌及び録音図書(以下「図書資料」という。)  

(2) 紙芝居  

(3) 大型絵本  

(4) ビデオテープ(前条第 3号に規定するビデオテープを除く。)、コンパクトデ

ィスク、カセットテープ及びデジタルバーサタイルディスク(以下「貸出用視聴

覚資料」という。)  

2 図書館が団体等に貸出をすることができる図書館資料は次に掲げるものとし、

その数及び貸出期間は別表第 2のとおりとする。  

(1) 図書及び紙芝居  

(2) 大型絵本、大型紙芝居、パネルシアター、 エプロンシアター、おはなし組

木及び布絵本  

3 前 2項に係る貸出期間は、貸出をした日から起算し、移動図書館では次の巡回

日までとする。  

4 第 1項第 1号及び第 2号に規定する図書館資料の貸出期間の延長は、当該図書

館資料に予約がない限り、返却日から 15日までを限度として、貸出を継続する

ことができる。ただし、貸出期間の延長は、その期間内に申出があったものに

限る。  

5 図書館資料の貸出の数及び貸出期間は、館長が特に必要と認めるときは、これ

を別に指定することができる。  

(図書館資料の予約等) 

第 17条 図書館は、図書館資料の予約については、図書資料は 10冊以内、貸出

用視聴覚資料は 1点を限度として受け付けることができる。  

2 前項の受渡し期間は、通知の日から起算して 7日以内とする。  

(図書館資料の返却) 

第 18条 図書館資料の貸出を受けたものは、返却期限までに図書館(移動図書館

を含む。)から貸出を受けた図書館資料を返却しなければならない。  

2 前項の規定にかかわらず、休館日又は閉館時間において図書資料及び紙芝居を

返却する場合は、図書館が設置した返却専用ポストに入れることにより行うこ

とができる。ただし、図書館が利用者の求めに応じて他の図書館等から借用し

て利用者に提供した図書等その他館長が特に必要と認める図書資料は、この限

りでない。  

(返却期限経過後の返却に対する措置) 

第 19条 返却期限を経過してもなお登録利用者が図書館資料を返却しないときは、

館長は当該図書館資料の返却を催告するものとする。  

2 館長は、貸出期間の返却日の翌日から起算して 20日を超えて図書館資料を返

却しない登録利用者に対しては、図書館資料の貸出を一時停止することができ
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る。ただし、館長が返却の遅延に関しやむを得ない事情があると認めるときは、

この限りでない。  

(図書資料の複写) 

第 20条 図書館所蔵の図書資料の複写は、著作権法(昭和 45年法律第 48号)第 3

1条に規定する範囲内において、これを行うことができる。  

2 複写できる図書資料は、図書館所蔵又は相互貸借で借り受けした資料で、法第

2条に規定する貸出をした他の図書館が複写を明示的に禁止しているもの以外

とし、複写を希望するものは館長に申し込まなければならない。  

3 前項の複写に要する費用は、利用者の負担とし、別表第 3のとおりとする。  

(移動図書館) 

第 21条 移動図書館は市内を巡回して、図書館資料の貸出その他の図書館奉仕を

行うものとする。  

(図書館資料の寄贈及び寄託) 

第 22条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。  

2 寄贈された図書館資料は、図書館の所有に帰属し、寄託された図書館資料の取

扱いは、図書館の所有に属する資料の取扱いの例による。  

(経費の負担) 

第 23条 寄託された図書館資料に要する経費は、原則として寄託者の負担とする。

 (寄託図書館資料の返還) 

第 24条 寄託された図書館資料は、寄託者からの請求があったとき、又は館長が

必要と認めるときは、これを返還することができる。  

(免責) 

第 25条 寄託を受けた図書館資料が、天災その他の避けられない事由により滅失

し、又は損傷した場合は、図書館はその責めを負わないものとする。  

(集会室の使用) 

第 26条 集会室は、第 4条に規定する図書館活動の一環として、図書館が主催し

て行う読書会、研究会、講演会、展示会等に使用する。  

2 集会室は、市内に所在する文庫又は読書サークル等図書館の活動に関連のある

諸団体が行う行事にも使用することができる。  

(使用の条件) 

第 27条 前条第 2項に規定する団体で集会室を使用できるものは、その使用目的

が次に掲げる条件に該当し、かつ、代表者を有するものとする。  

(1) 適正な活動計画を有し、図書館の活動に寄与するものであること。  

(2) 特定の宗教活動を支持し、又は反対するための使用ではないこと。  

(3) 営利を目的とするための使用ではないこと。  

(使用の手続) 
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第 28条 集会室を使用しようとするものは、筑紫野市民図書館集会室使用許可申

請書(様式第 5号)により筑紫野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に

申請しなければならない。ただし、年度を通して定期的に使用しようとするも

のは、あらかじめ年度当初に筑紫野市民図書館集会室定期使用許可申請書(様式

第 6号)により教育委員会に申請しなければならない。  

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、筑紫野市民図

書館集会室使用可否決定通知書(様式第 7号)又は筑紫野市民図書館集会室定期

使用可否決定通知書(様式第 8号)により当該申請者に通知しなければならない。 

(補則) 

第 29条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育

委員会が別に定める。  
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附 則  

この規則は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

  

附 則(平成 23年 3月 24日教育委員会規則第 6号)  

この規則は、平成 23年 4月 1日から施行する。  

 

附 則(平成 23年 3月 31日教育委員会規則第 9号)  

この規則は、平成 23年 4月 1日から施行する。  

 

附 則(平成 23年 5月 24日教育委員会規則第 13号)  

この規則は、公布の日から施行する。  

 

附 則(平成 24年 3月 29日教育委員会規則第 8号)  

この規則は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

  

附 則(平成 24年 12月 4日教育委員会規則第 13号)  

この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。  

 

附 則(平成 25年 12月 3日教育委員会規則第 8号)  

この規則は、公布の日から施行する。  

 

附 則(平成 26年 2月 28日教育委員会規則第 2号)  

この規則は、平成 26年 4月 1日から施行する。  
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別表第 1(第 16条関係)  

図書館資料名 貸出冊(点)数 貸出期間 

図書資料及び紙芝居 合計 10冊(点)以内 

15日以内 大型絵本 1点 

貸出用視聴覚資料 3点以内 

 

 

別表第 2(第 16条関係)  

図書館資料 貸出冊(点)数 貸出期間 

図書及び紙芝居 合計 500冊(点)以内 4箇月以内 

大型絵本 2点以内 

15日以内 

大型紙芝居 2点以内 

パネルシアター 2点以内 

エプロンシアター 1点 

おはなし組木 1点 

布絵本 1点 

 

 

別表第 3(第 20条関係)  

区分 単位 金額 

電子複写式複写(白黒) A3、B4、A4及び B5 1枚 10円 

電子複写式複写(カラー) A3、B4、A4及び B5 1枚 50円 
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様式第 1号(第 11条関係)  

図書館利用カード申込書  

 

様式第 2号(第 11条関係)  

団体等登録届出書  

 

様式第 3号(第 11条関係)  

図書館利用カード  

 

様式第 4号(第 11条関係)  

図書館利用カード紛失・変更届  

 

様式第 5号(第 28条関係)  

筑紫野市民図書館集会室使用許可申請書  

 

様式第 6号(第 28条関係)  

筑紫野市民図書館集会室定期使用許可申請書  

 

様式第 7号(第 28条関係)  

筑紫野市民図書館集会室使用可否決定通知書  

 

様式第 8号(第 28条関係)  

筑紫野市民図書館集会室定期使用可否決定通知書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 日  平成２９年２月  編集･発行  筑紫野市民図書館  

〒８１８-００５７ 筑紫野市二日市南一丁目９番２号 

ＴＥＬ ０９２-９２８-４３４３ 

ＵＲＬ http://www.chikushino-city-library.jp/ 




